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 音楽や映画、漫画など、インターネット上に無断でアップロードされたコンテンツが
掲載された海賊版サイト等で、それを知りながらダウンロードを行う行為は違法です。
 また、海賊版サイト等で「ファイル共有ソフト」を通じて漫画などをダウンロードを
してしまうと、著作物を同時にアップロードする仕組みになっており、自身が認識しな
いままに著作権を侵害するおそれもあります。さらに、「ファイル共有ソフト」を通じ
てウイルスに感染し、自身の情報がネット上に流出してしまうリスクもあります。

消 費 者 ト ラ ブ ル や
悪 質 商 法 に ご 注 意 く だ さ い

・無断でアップロードされているコンテンツは
 絶対に利用せず、必ず正規の配信サイト等を
 利用する！
・「ファイル共有ソフト」の仕組みを理解する
 とともに、利用を控えてリスクを回避！

著作物の違法なダウンロード・アップロードはやめましょう！

徳島県消費者情報センター
〒770-0831 徳島市寺島本町西１丁目５番地
        アミコビル東館７階
TEL(相談受付):088-623-0110

       

開設しました！
ぜひご覧ください

 「著作権者から損害賠償請求するという文書が届いた」、「『ファイル共有ソフト』
を使い、違法に著作物をアップロードしたとして意見照会書が送られてきた」といった
相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。

https://www.pref.tokushima.lg.jp/syohisyagyosei/5032723/7205491/5032737/7203374/

